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個人情報ファイル簿（単票）                        【総務課 総務係】 

個人情報ファイルの名称 選挙人名簿抄本 

行政機関等の名称 河北町選挙管理委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
選挙管理委員会事務局 

個人情報ファイルの利用目的 選挙執行のため 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日、５投票区、６行政区、

７続柄、８異動届出日、９登録年月日 

記録範囲 有権者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 
・山形地方裁判所及び検察審査会事務局 

・公選法第２８条の２及び第２８条の３による閲覧 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
公職選挙法第 24 条の規定による異議の申出 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 ― 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）                        【総務課 総務係】 

個人情報ファイルの名称 特別定額給付金申請者・受給者 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総務課 

個人情報ファイルの利用目的 特別定額給付金の給付のため 

記録項目 

１氏名、２住所、３行政区、４生年月日、５性別、６続柄、７

口座情報 

記録範囲 特別定額給付金の給付対象者 

記録情報の収集方法 申請者からの提出書類 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 ― 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）                         【総務課 総務係】 

個人情報ファイルの名称 子育て世帯支援特別定額給付金申請者・受給者 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総務課 

個人情報ファイルの利用目的 子育て世帯支援特別定額給付金の給付のため 

記録項目 

１氏名、２住所、３生年月日給付対象者氏名、４給付対象者氏

名、５給付者生年月日、６続柄、７口座情報 

記録範囲 子育て世帯支援特別定額給付金の給付対象者 

記録情報の収集方法 

高校生等緊急支援給付金事務 

子育て世帯臨時特別給付金事務 

新生児特別定額給付金事務 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 ― 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）           【総務課防災・危機管理室 防災・危機管理係】 

個人情報ファイルの名称 避難行動要支援者全体名簿 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総務課防災・危機管理室 

個人情報ファイルの利用目的 
避難行動要支援者避難支援制度における要支援者を把握する

ため 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４住所又は居所、５行政区名、

６電話番号、７高齢者、障がい者、要介護、療育などの種別、

８障がい等級、要介護状況区分など、９同意の有無、10 備考 

記録範囲 

75 歳以上の単身高齢者及び 75 歳以上の高齢者のみの世帯、身

体障害者手帳１級又は２級所持者、療育手帳Ａ所持者、精神障

害者保健福祉手帳１級所持者、特別児童扶養手当１級に相当す

る児童、介護保険法における要介護度３以上の認定者、難病患

者のうち町の生活支援を受けている者、上記以外で避難支援を

希望する者 

記録情報の収集方法 
住民基本台帳システム、照会による健康福祉課からの情報提

供、本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）                    【税務町民課 納税管理係】 

個人情報ファイルの名称 収納ファイル 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務町民課 

個人情報ファイルの利用目的 町税の収納管理のため 

記録項目 

1 調定年度、2 会計年度、3 税目、4 通知書番号、5 期別、6 納

期限、7 調定額、8 収納額、9 収納年月日、10 領収年月日、11

更生年月日、12 納税者情報（氏名、生年月日、住所、電話番号、

個人番号） 

記録範囲 納税義務者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、指定金融機関及び収納代理金融機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）                    【税務町民課 納税管理係】 

個人情報ファイルの名称 収納履歴ファイル 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務町民課 

個人情報ファイルの利用目的 町税の収納管理ため 

記録項目 

1 賦課、2科目、3対象、4通知書番号、5期月、6回数、7収納

日、8領収日、9納付額、10 帳票区分、11 束番号、12一連番号、

13 納税者情報（氏名、生年月日、住所、電話番号、個人番号） 

記録範囲 納税義務者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、指定金融機関及び収納代理金融機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）                     【税務町民課 納税管理係】 

個人情報ファイルの名称 更正履歴ファイル 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務町民課 

個人情報ファイルの利用目的 町税の収納管理のため 

記録項目 

1 賦課、2科目、3対象、4通知書番号、5期月、6回数、7調定

更正額、8 更正日、9 更生内容、10 納税者情報（氏名、生年月

日、住所、電話番号、個人番号） 

記録範囲 納税義務者 

記録情報の収集方法 
本人又は代理人、町民税係、指定金融機関及び収納代理金融機

関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）                     【税務町民課 納税管理係】 

個人情報ファイルの名称 還付発生履歴ファイル 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務町民課 

個人情報ファイルの利用目的 町税の過誤納還付充当のため 

記録項目 

1 賦課、2 科目、3 対象、4 通知書番号、5 期月、6 還付台帳番

号、7 発生事由、8 処理状態、9 通知区分、10 歳償、11 還付発

生日、12 還付発生納付額、13 納税者情報（氏名、生年月日、

住所、電話番号、個人番号） 

記録範囲 過誤納者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、指定金融機関及び収納代理金融機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）                     【税務町民課 納税管理係】 

個人情報ファイルの名称 還付済履歴ファイル 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務町民課 

個人情報ファイルの利用目的 町税の過誤納還付充当のため 

記録項目 

1 賦課、2 科目、3 対象、4 通知書番号、5 期月、6 還付台帳番

号、7 枝番、8 歳償、9 還付済日、10 充当済日、11 還付済納付

額、12 充当済納付額、13 納税者情報（氏名、生年月日、住所、

電話番号、個人番号） 

記録範囲 過誤納者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、指定金融機関及び収納代理金融機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



10 

個人情報ファイル簿（単票）                     【税務町民課 納税管理係】 

個人情報ファイルの名称 口座振替ファイル 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務町民課 

個人情報ファイルの利用目的 町税の口座振替登録を行うため 

記録項目 

1 納税者情報（氏名、住所、個人番号）、2 申込日、3 金融機関

コード、4支店コード、5口座名義人、6預金種別、7口座番号、

8税目、9振替区分、10 開始日、11 口座停止日、12 停止解除日、

13 廃止日 

記録範囲 口座振替依頼者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、指定金融機関及び収納代理金融機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



11 

個人情報ファイル簿（単票）                      【税務町民課 町民税係】 

個人情報ファイルの名称 個人住民税システム 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務町民課 

個人情報ファイルの利用目的 
申告や給与支払報告書により個人の収入等を記録し、個人町民

税の賦課・更正や証明書発行等適正な事務を執行するため 

記録項目 

個人番号、氏名、住所、性別、生年月日、親族・続柄、家族構

成、扶養関係、職業・勤務先、収入状況、課税状況、納税状況、

障害 

記録範囲 
所得税確定申告者、住民税申告者、給与支払報告書で報告され

た者、公的年金等支払報告書で報告された者 

記録情報の収集方法 

税務署への確定申告書、本人からの住民税申告書、給与支払報

告書、公的年金等支払報告書、情報連携、その他賦課資料、住

民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

�法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



12 

個人情報ファイル簿（単票）                      【税務町民課 町民税係】 

個人情報ファイルの名称 確定申告システム 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務町民課 

個人情報ファイルの利用目的 
申告や給与支払報告書により個人の収入等を記録し、個人町民

税の賦課・更正等適正な事務を執行するため 

記録項目 

個人番号、氏名、住所、性別、生年月日、親族・続柄、家族構

成、扶養関係、職業・勤務先、収入状況、課税状況、納税状況、

障害 

記録範囲 
所得税確定申告者、住民税申告者、給与支払報告書で報告され

た者、公的年金等支払報告書で報告された者 

記録情報の収集方法 

税務署への確定申告書、本人からの住民税申告書、給与支払報

告書、公的年金等支払報告書、その他賦課資料、住民基本台帳

システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

�法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



13 

個人情報ファイル簿（単票）                      【税務町民課 町民税係】 

個人情報ファイルの名称 軽自動車税システム 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務町民課 

個人情報ファイルの利用目的 
軽自動車等の所有者や使用者等を記録し、軽自動車税の賦課・

更正等適正な事務を執行するため 

記録項目 

個人番号、氏名、住所、生年月日、標識番号、車両情報、課税

状況、納税状況 

記録範囲 
軽自動車等を所有又は使用するために標識番号を登録された

者 

記録情報の収集方法 

本人から提出された原動機付自転車等標識交付申請書（標識返

納書）、軽自動車検査協会への軽自動車税申告書、軽 OSS 連携

システムからの取得データ、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

�法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）                      【税務町民課 町民税係】 

個人情報ファイルの名称 保険料（税）賦課システム 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務町民課 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険税賦課管理等適正な事務を執行するため 

記録項目 

個人番号、保険証番号、氏名、住所、性別、生年月日、家族構

成、賦課情報・期別税情報、軽減・減免にかかる情報 

記録範囲 国民健康保険加入世帯 

記録情報の収集方法 
住民基本台帳システム、被保険者からの申請、申告、個人住民

税システム及び情報連携からの所得情報 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

�法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



15 

個人情報ファイル簿（単票）                      【税務町民課 町民税係】 

個人情報ファイルの名称 介護保険システム 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務町民課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険料賦課管理等適正な事務を執行するため 

記録項目 

個人番号、被保険者番号、氏名、住所、性別、生年月日、賦課

情報・期別保険料情報、減免にかかる情報 

記録範囲 被保険者及び同一世帯員 

記録情報の収集方法 
住民基本台帳システム、届け出、個人住民税システム及び情報

連携からの所得情報、国保連合からの情報提供 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

�法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）                      【税務町民課 町民税係】 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療事務支援システム 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務町民課 

個人情報ファイルの利用目的 後期高齢者保険料賦課管理等適正な事務を執行するため 

記録項目 

個人番号、被保険者番号、氏名、住所、性別、生年月日、賦課

情報・期別保険料情報、軽減・減免にかかる情報 

記録範囲 被保険者及び同一世帯員 

記録情報の収集方法 
住民基本台帳システム、届け出、個人住民税システムからの所

得情報、国保連合・後期連合からの情報提供 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 山形県後期高齢者医療広域連合 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

�法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）                    【税務町民課 固定資産税係】 

個人情報ファイルの名称 固定資産税システム 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務町民課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税・都市計画税の賦課業務のため 

記録項目 

1 所有者情報（住所、氏名、個人番号）、2納税義務者情報（住

所、氏名、個人番号）、3地目、4地籍、5課税・非課税の別、6

評価方法、7用途地区の別、8都市計画税課税区分、9市街化区

分、10 評価額、11 課税標準額、12軽減・減免区分、13 税額、

14 家屋用途種別・構造、15 屋根の別、16 階層、17 床面積、18

建築年、19新増改築区分、20 特例の別 

記録範囲 
河北町に土地、建物及び償却資産を所有する者、納税義務者、

納税管理人、送付先 

記録情報の収集方法 本人または代理人、登記済通知書、償却資産申告書、現地調査 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



18 

個人情報ファイル簿（単票）                    【税務町民課 固定資産税係】 

個人情報ファイルの名称 家屋評価システム 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務町民課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税・都市計画税の賦課業務のため 

記録項目 

1 所有者情報（氏名、住所、個人番号、世帯番号、行政区） 

2 家屋評価情報（年度、区分、評価方法、基準表、構造、種別、

工法、建物種類、階層、面積、再建築費、一点単価、補正率、

評価額）3 課税情報（用途、屋根、課税・非課税、都計区域・

区域外の別、新増日、入居世帯数、軽減情報）4 登記情報（登

記区分、登記年月日、家屋番号、登記構造・用途・屋根・階層・

床面積）5再建築費評価計算書に記載の項目 

記録範囲 河北町に建物を所有する者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、建築確認申請、登記済通知書、現地調査 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



19 

個人情報ファイル簿（単票）                    【税務町民課 固定資産税係】 

個人情報ファイルの名称 登記地図管理システム 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務町民課 

個人情報ファイルの利用目的 公図の異動及び修正に関する事務のため 

記録項目 

1 所在地番、2登記地目、3現況地目、4登記面積、5計算面積、

6所有者、7管理者、8管理者住所、9地図番号 

記録範囲 河北町に土地を所有する者 

記録情報の収集方法 登記済通知書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



20 

個人情報ファイル簿（単票）                    【税務町民課 固定資産税係】 

個人情報ファイルの名称 登記済通知書目次ファイル 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務町民課 

個人情報ファイルの利用目的 
土地・家屋台帳の異動及び修正、公図の異動及び修正に関する

事務のため 

記録項目 

1 土地・家屋台帳の番号、2異動事由、3登記受付月日、4 土地・

家屋の所在地番、5地目、6用途、7面積、8土地・家屋の所有

者、9公図の図面番号、10 町内会名、11 世帯番号 

記録範囲 河北町に土地、建物を所有する者 

記録情報の収集方法 登記済通知書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



21 

個人情報ファイル簿（単票）                       【税務町民課 町民係】 

個人情報ファイルの名称 国民年金異動等事務 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務町民課町民係 

個人情報ファイルの利用目的 国民年金加入事務を行うため 

記録項目 

１基礎年金番号、２氏名、３生年月日、４住所、５性別、６個

人番号、７世帯番号、８国民年金取得・喪失情報、９免除申請

情報 

記録範囲 国民年金加入者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、住民基本台帳システム、日本年金機構 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



22 

個人情報ファイル簿（単票）                     【税務町民課 国保医療係】 

個人情報ファイルの名称 市町村事務処理標準システム 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務町民課 

個人情報ファイルの利用目的 

療養の給付等に関する事務、被保険者資格等の認定及び被保険

者証の交付に関する事務、国民健康保険の出産育児一時金、葬

祭費等の受付に関する事務、国民健康保険の異動整理に関する

事務を行うため 

記録項目 

１ 被保険者情報（保険証番号、世帯区分、世帯主氏名、世帯

主住所、行政区、世帯番号、宛名番号、被保険者氏名、生年月

日、性別、続柄、保険証枝番、資格異動履歴、証交付履歴、課

税区分、更新履歴、賦課状況、他業務状況） 

記録範囲 被保険者、世帯主 

記録情報の収集方法 
被保険者、世帯主、代理人、住民記録、保険税賦課、収納・滞

納管理、乳幼児医療、ひとり親医療、障がい者医療 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 山形県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



23 

個人情報ファイル簿（単票）                     【税務町民課 国保医療係】 

個人情報ファイルの名称 高額療養費管理システム 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務町民課 

個人情報ファイルの利用目的 高額療養費支給管理業務を行うため 

記録項目 

１被保険者記号番号、２診療年月、３審査年月、４決定年月、

５高額療養費、６支給決定額、７郵便番号、８世帯主氏名、９

住所、10 税区分、11 世帯合算有無、12 多数該当有無、13 長該

当有無、14 長該当人数、15 老人該当、16 老人世帯負担額、17

レセプト枚数、18 高額支給件数、19 強制修正有無、20 医薬分

業結合有無、21 支給区分、22 退職区分、23 被保険者名、24診

療機関名、25 合計点数、26 入外、27 支払・口座情報 

記録範囲 国民健康保険被保険者高額療養費支給対象世帯 

記録情報の収集方法 資格情報取込、レセプト取込、世帯主 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 山形県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日



24 

個人情報ファイル簿（単票）                     【税務町民課 国保医療係】 

個人情報ファイルの名称 国保総合システム 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務町民課 

個人情報ファイルの利用目的 療養の給付等に関する事務を行うため 

記録項目 

１ 被保険者資格管理、２ 診療報酬明細書（レセプト）、３ 給

付記録管理（療養の給付、療養費、高額療養費、高額介護合算

療養費） 

記録範囲 被保険者、世帯主 

記録情報の収集方法 被保険者、世帯主、代理人、情報集約システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 
山形県国民健康保険団体連合会と町が情報集約システムを介

して情報連携 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 

 



25 

個人情報ファイル簿（単票）                     【税務町民課 国保医療係】 

個人情報ファイルの名称 山形県後期高齢者医療広域連合標準システム 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務町民課 

個人情報ファイルの利用目的 
後期高齢者医療保険の資格、給付、賦課、収滞納に関する事務

を行うため 

記録項目 

１ 資格情報（被保険者氏名、被保険者住所、性別、生年月日、

所得課税情報）、２ 給付情報（被保険者氏名、被保険者住所、

性別、生年月日、口座情報）、３ 賦課情報、４ 収滞納情報 

記録範囲 
75 歳以上の後期高齢者医療被保険者、65 歳以上で一定の障害

程度による認定を受けた後期高齢者医療被保険者 

記録情報の収集方法 被保険者、被保険者と同居する世帯員 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 広域連合と町が住民異動・所得情報等について情報連携 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



26 

個人情報ファイル簿（単票）                     【税務町民課 国保医療係】 

個人情報ファイルの名称 重度心身障害(児)者医療システム 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務町民課 

個人情報ファイルの利用目的 重度心身障害(児)者医療証交付及び給付事務を行うため 

記録項目 

１ 医療証交付申請書情報（受給者氏名、受給者住所、性別、

生年月日、世帯主氏名、世帯主住所、被保険者氏名、被保険者

住所、受給者との続柄、保険種別、保険証の記号・番号、被保

険者証発行機関名、所在地、各種障害者手帳の取得情報及びそ

の内容、受給者及び扶養義務者の税賦課情報）、２ 審査結果 

記録範囲 受給対象となる障害の程度を有する認定申請者 

記録情報の収集方法 
重度心身障害(児)者、扶養義務者、その他受給者と同居する世

帯員 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



27 

個人情報ファイル簿（単票）                     【税務町民課 国保医療係】 

個人情報ファイルの名称 子育て支援医療システム 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務町民課 

個人情報ファイルの利用目的 子育て支援医療証交付及び給付事務を行うため 

記録項目 

１ 医療証交付申請書情報（受給者氏名、受給者住所、性別、

生年月日、被保険者氏名、被保険者住所、性別、生年月日、保

険の種類、保険証の記号・番号、税賦課情報）、２ 審査結果 

記録範囲 出生から 18 歳到達後最初の３月 31 日までの間にある者 

記録情報の収集方法 児童、保護者、その他児童と同居する世帯員 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



28 

個人情報ファイル簿（単票）                     【税務町民課 国保医療係】 

個人情報ファイルの名称 ひとり親家庭等医療システム 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務町民課 

個人情報ファイルの利用目的 ひとり親家庭等医療証交付及び給付事務を行うため 

記録項目 

１ 医療証交付申請書情報（受給者氏名、受給者住所、世帯主

との続柄、性別、生年月日、世帯主氏名、世帯主住所、被保険

者氏名、被保険者住所、保険種別、保険証の記号・番号、被保

険者証発行機関名、所在地、税賦課情報）、２ 審査結果 

記録範囲 
ひとり親家庭等で 18 歳以下の児童を養育する認定申請者（親

と子） 

記録情報の収集方法 
児童、母若しくは父又は養育者、その他受給者と同居する世帯

員 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



29 

個人情報ファイル簿（単票）                    【健康福祉課 健康づくり係】 

個人情報ファイルの名称 検診調査票作成世帯一覧 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉課健康づくり係 

個人情報ファイルの利用目的 各種検（健）診業務を行うため 

記録項目 

1 各種検（健）診該当者情報（世帯番号、世帯主名、住所） 

記録範囲 各種検（健）診該当者 

記録情報の収集方法 住民基本情報システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



30 

個人情報ファイル簿（単票）                    【健康福祉課 健康づくり係】 

個人情報ファイルの名称 健診申込者名簿 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉課健康づくり係 

個人情報ファイルの利用目的 各種検（健）診業務を行うため 

記録項目 

1 各種検（健）診申込者情報（氏名、性別、生年月日、現住所、

現住所方書、郵便番号、電話番号、世帯番号、世帯主名、地区

コード、保険種別）、2申込検診名称 

記録範囲 各種検（健）診申込者 

記録情報の収集方法 健康管理つばさくんシステム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 総合健診センター 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



31 

個人情報ファイル簿（単票）                    【健康福祉課 健康づくり係】 

個人情報ファイルの名称 市町村ドック（河北町）連名簿 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉課健康づくり係 

個人情報ファイルの利用目的 各種検（健）診業務を行うため 

記録項目 

1 ドック受診者情報（地区コード、世帯コード、個人コード、

氏名、住所、性別、年齢、電話番号）2受診結果（計測、診察、

眼底、呼吸器、循環器、腎泌尿器、糖代謝、肝機能、血中脂質、

血液系、便潜血、超音波、婦人科、乳がん、前立腺、甲状腺、

総合判定、階層化） 

記録範囲 ドック受診者 

記録情報の収集方法 総合健診センター 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



32 

個人情報ファイル簿（単票）                    【健康福祉課 健康づくり係】 

個人情報ファイルの名称 ドック/自己負担金徴収名簿 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉課健康づくり係 

個人情報ファイルの利用目的 各種検（健）診業務を行うため 

記録項目 

1 ドック受診者情報（氏名、生年月日、年齢）、2請求内容（請

求区分、血糖、町指定項目、大腸、胸、胃、子宮、マンモ①、

マンモ②、肝炎、喀痰、腹エコー、骨、PSA、心機能マーカー、

胃 ABC、甲状腺、胸部 CT、乳クーポン、子宮クーポン、現金、

AirPay、合計） 

記録範囲 各種検（健）診受診者 

記録情報の収集方法 住民基本情報システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



33 

個人情報ファイル簿（単票）                    【健康福祉課 健康づくり係】 

個人情報ファイルの名称 請求書添付受診者データ 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉課健康づくり係 

個人情報ファイルの利用目的 各種検（健）診業務を行うため 

記録項目 

1 受診者情報（氏名、フリガナ、性別、生年月日、年齢、郵便

番号、住所、地区、世帯コード、個人コード、電話番号、携帯

番号、保険記号番号、保険者番号）、2請求内容（コース名称、

受診日、請求条件、受診券、特定健診、健康診査、後期問診票、

貧血、心電図、眼底、クレアチニン）、血糖①、血糖②、胸、

胃、大腸、子宮、マンモ、腹エコ、胸 CT、骨、肝炎、PSA、心

機能、ABC） 

記録範囲 各種検（健）診受診者 

記録情報の収集方法 総合健診センター 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日



34 

個人情報ファイル簿（単票）                    【健康福祉課 健康づくり係】 

個人情報ファイルの名称 予防接種台帳（風しん５期対象者名簿） 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉課健康づくり係 

個人情報ファイルの利用目的 風しんの追加的対策の対象者へ接種勧奨を通知するため 

記録項目 

１地区、２世帯番号、３個人番号、４氏名、５住所、６性別、

７生年月日 

記録範囲 
昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１日までに生まれた

者のうち風しん５期抗体検査を受けていない者 

記録情報の収集方法 健康つばさくん（健康管理システム） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊８１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



35 

人情報ファイル簿（単票）         【健康福祉課 新型コロナウイルスワクチン接種対策係】 

個人情報ファイルの名称 予防接種台帳（健康管理システム） 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 予防接種法に基づく定期予防接種の記録 

記録項目 

１．個人情報（漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所、

個人番号、世帯番号、保護者名、電話番号） 

２．接種記録（接種種類名、接種年月日、接種量・判定結果、

接種場所、接種者、ワクチンメーカー、ロット、備考） 

記録範囲 定期の予防接種等を受けた者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、地方公共団体（情報連携）、医療機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 厚生労働省、地方公共団体（情報連携） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



36 

個人情報ファイル簿（単票）        【健康福祉課 新型コロナウイルスワクチン接種対策係】 

個人情報ファイルの名称 ワクチン接種記録システム（VRS） 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
ワクチン接種記録の登録・管理、他市区町村への接種記録の照

会・提供、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付 

記録項目 

１．接種対象者（個人番号、個別宛名番号、氏名、カナ氏名、

生年月日、性別、接種券番号、転出／死亡フラグ） 

２．接種記録（市区町村、接種回数、接種履歴登録日時、接種

日、接種会場名、接種医師名、ワクチンメーカー、ワクチンロ

ット番号、先行接種対象者登録フラグ、要配慮者登録フラグ） 

３．旅券情報（旧姓・別姓・別名、ローマ字氏名、国籍、旅券

番号） 

記録範囲 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の対象者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、地方公共団体（情報連携）、医療機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 総務省、厚生労働省、地方公共団体（情報連携） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



37 

個人情報ファイル簿（単票）                    【健康福祉課 高齢者福祉係】 

個人情報ファイルの名称 一人暮らし高齢者把握事業対象者一覧・要介護認定者 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉課高齢者福祉係 

個人情報ファイルの利用目的 
一人暮らし高齢者把握事業対象者と要介護認定者を把握する

ため 

記録項目 

１行政区コード、２行政区名称、３世帯番号、４氏名、５生年

月日、６性別、７年齢、８世帯主名、９郵便番号、１０住所、

１１個人番号、１２被保険者番号、１３申請事由、１４申請年

月日、１５認定日、１６認定開始日、１７認定終了日、１８要

介護度、１９訪問調査日、２０一次判定、２１主治医認知症日

常生活自立度、２２現在の状況、２３寝たきり度、２４認知度 

等 

記録範囲 ６５歳以上の一人暮らし高齢者、要介護認定情報 

記録情報の収集方法 住民基本情報システム、アクセス 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊８１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☐有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日



38 

個人情報ファイル簿（単票）                    【健康福祉課 高齢者福祉係】 

個人情報ファイルの名称 高齢者世帯等雪下ろし支援事業対象者一覧 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉課高齢者福祉係 

個人情報ファイルの利用目的 高齢者世帯等雪下ろし支援事業対象者を把握するため 

記録項目 

１行政区コード、２行政区名称、３世帯番号、４世帯主名、５

郵便番号、６住所、７個人番号、８世帯員名、９世帯員生年月

日、１０町民税額、１１続柄名称、１２被扶養有無、１３賦課

情報有無、１４世帯員住民日、１５障がい 

記録範囲 
７０歳以上のみ非課税世帯、障がい者手帳所持者のみ非課税世

帯、７０歳以上と障がい者手帳所持者のみ非課税世帯 

記録情報の収集方法 住民基本情報システム、身体障がい者手帳名簿、生活保護名簿 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊８１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☐有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



39 

個人情報ファイル簿（単票）                    【健康福祉課 高齢者福祉係】 

個人情報ファイルの名称 日常生活圏域ニーズ調査対象者名簿 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉課高齢者福祉係 

個人情報ファイルの利用目的 日常生活圏域ニーズ調査対象者へアンケートを郵送するため 

記録項目 

１行政区コード、２行政区名称、３郵便番号、４住所、５氏名、

６生年月日、７性別、８年齢、９世帯番号、１０世帯主名、 

１１個人番号 

記録範囲 ６５歳以上の要介護・要支援認定を受けていない者 

記録情報の収集方法 住民基本情報システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊８１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☐有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



40 

個人情報ファイル簿（単票）                     【農林振興課 農業振興係】 

個人情報ファイルの名称 地域農業情報活用支援システム 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
農林振興課農業振興係 

個人情報ファイルの利用目的 経営所得安定対策等推進事業における農地情報の管理のため 

記録項目 

１農業者名、２住所、３集落コード、４農業者番号、５農地地

名地番、６作付面積、７水田区分、８交付対象農地区分、９作

物名、１０交付金申請情報 

記録範囲 水田所有者、耕作者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 東北農政局、山形県農業共済組合 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊８１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



41 

個人情報ファイル簿（単票）                     【農林振興課 農村整備係】 

個人情報ファイルの名称 森林クラウドシステム（森林簿） 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
河北町農林振興課 

個人情報ファイルの利用目的 
森林経営管理制度、林道整備、林道施設災害復旧に関する事務

のため 

記録項目 

１土地所有者氏名、２住所、３土地の所在、４樹種、５施業履

歴、６森林の種類 

記録範囲 最上村山森林計画区における土地の所有者 

記録情報の収集方法 本人または代理人、固定資産税係 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



42 

個人情報ファイル簿（単票）                     【農林振興課 農村整備係】 

個人情報ファイルの名称 森林クラウドシステム（林地台帳） 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
河北町農林振興課 

個人情報ファイルの利用目的 
森林経営管理制度、林道整備、林道施設災害復旧に関する事務

のため 

記録項目 

１土地所有者氏名、２住所、３土地の所在、４登記地目、５登

記地積、６納税義務者氏名、７納税義務者住所 

記録範囲 最上村山森林計画区における河北町に土地を所有する者 

記録情報の収集方法 本人または代理人、固定資産税係 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



43 

個人情報ファイル簿（単票）                       【上下水道課 業務係】 

個人情報ファイルの名称 上下水道料金システム 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
上下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 水道料金及び下水道使用料の賦課徴収事務を行うため 

記録項目 

１お客様番号、２給水装置場所、３使用者氏名、４行政区、５

電話番号、６メーター番号、７開始日、８休止日、９使用水量、

10 料金、11 収納状況、12 所有者氏名、13 使用者住所、14 振替

口座 

記録範囲 上下水道使用者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊８１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



44 

個人情報ファイル簿（単票）                       【上下水道課 業務係】 

個人情報ファイルの名称 受益者負担金システム 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
上下水道課業務係 

個人情報ファイルの利用目的 下水道事業受益者負担金賦課徴収事務を行うため 

記録項目 

1 受益者氏名、2 住所、3 土地の所在、4 地積、5 登記地目、6

現況地目、7 請求金額、8 納付額、9 納付日、10 銀行口座、11

電話番号 

記録範囲 下水道受益者である土地所有者、権利者 

記録情報の収集方法 本人または代理人、固定資産税係 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



45 

個人情報ファイル簿（単票）                       【上下水道課 業務係】 

個人情報ファイルの名称 排水設備申告者リスト 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
上下水道課業務係 

個人情報ファイルの利用目的 排水設備の計画の確認申請事務を行うため 

記録項目 

1 申請者氏名、2住所、3設置場所、4設備会社、5申請年月日、

6確認年月日、7発送年月日 

記録範囲 排水設備確認申請書提出者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



46 

個人情報ファイル簿（単票）                       【上下水道課 業務係】 

個人情報ファイルの名称 下水道使用開始台帳 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
上下水道課業務係 

個人情報ファイルの利用目的 下水道の使用開始に係る事務を行うため 

記録項目 

1 給水番号、2使用者氏名、3住所または設置場所、4量水器情

報、5使用開始日、6開始指針 

記録範囲 下水道使用者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



47 

個人情報ファイル簿（単票）                       【上下水道課 業務係】 

個人情報ファイルの名称 下水道接続台帳 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
上下水道課業務係 

個人情報ファイルの利用目的 下水道の接続に係る事務を行うため 

記録項目 

1 申請番号、2 受益者負担金賦課年度、3 氏名、4 設置場所、5

使用開始年月日、6世帯人員数、7施工指定工事店、8検査月日 

記録範囲 下水道使用者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



48 

個人情報ファイル簿（単票）                    【上下水道課 下水道工務係】 

個人情報ファイルの名称 浄化槽台帳ファイル 

行政機関等の名称 河北町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
河北町上下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 
浄化槽の存する土地の所在及び地番並びに浄化槽管理者等に

関する事務のため 

記録項目 

１ 氏名（設置者）、２ 住所（設置場所・管理者）、３ 地区名、

４ 電話番号、５ 人槽、６単独・浄化槽、７ 設置年度、 

８ 点検業者名等 

記録範囲 河北町に浄化槽を設置する管理者 

記録情報の収集方法 本人及び代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）河北町企画財政課 

（所在地）〒999-3511 河北町谷地戊 81 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 


